
津和野町への申告は不要です。
令和8年1月1日に居住していた
市区町村に相談してください。

収入なし、または
非課税所得のみ

主に給与収入 主に年金収入 主に営業・農業・不動産

令和7年中に、どのような収入があったか

年金収入
400万円超

給与収入
2,000万円超

所得の合計額が所得税の
控除の合計額を
超えている

控除（扶養控
除や医療費控
除等）の追加
がある

勤務先は1か所だけで年末調整している
複数であっても年末調整で合算している

給与以外の所得がある
年金以外の

所得が20万円を超えている

給与以外の
所得が20万円
を超えている

控除（扶養控除や医療費控除等）の追加がある

スタート
令和8年1月1日現在、住所は津和野町である

申告判定チャート
このチャートはあくまで一般的な事例に基づくものであり、
内容によっては申告方法が異なる場合があります。 いいえ

はい

津和野町に住む親族
の税法上の扶養親族

である

年金以外の
所得あり

年金以外の所得が給与所得であり、かつ、事業所
から津和野町に給与支払報告書が提出されている

町民税・県民税申告が必要

所得税の確定申告が必要

申告は原則不要

源泉徴収所得税の還付を受けようとする場合は、
所得税の確定申告が必要です。

所得税の確定申告をした場合は、町民税・県民税
申告は不要です。
計算の結果、所得税の確定申告が不要と判断さ
れる場合もあります。

申告は原則不要ですが、源泉徴収所得税の還付を受
けようとする場合は所得税の確定申告が必要です。

申告は原則不要ですが、可能な限り町民税・県民税
申告をお願いしています。

申告は原則不要


